
船舶事故調査報告書 

平成３０年５月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年１月１７日 １５時３１分ごろ 

発生場所 千葉県千葉港葛南
かつなん

区の船橋中央ふ頭南Ａ岸壁 

 千葉市稲毛ヨットハーバー灯台から真方位３０８°５.１海里付近 

 （概位 北緯３５°４０.５′ 東経１３９°５８.４′） 

事故の概要  貨物船EMMA
エ マ

は、出航中、対岸に係留していた貨物船 S T
エスティ

 GLORY
グローリー

に衝

突した。 

事故調査の経過 平成３０年１月１９日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 ST GLORY（大韓民国籍）、１,９９８トン 

９２５７２０４（ＩＭＯ番号） 

SEATRAS CO., LTD. 

Ｂ 貨物船 EMMA（パナマ共和国籍）、１,９４１トン  

９２２１４４９（ＩＭＯ番号） 

ZHONGRONG INT'L INVESTMENT LTD. 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（大韓民国籍）、免状不詳 

Ｂ 船長Ｂ（ベトナム社会主義共和国籍）、免状不詳 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に亀裂等 

Ｂ バルバスバウに破口等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北西、風力 ４、視程 約２km 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか１２人（大韓民国籍１人、インドネシア共和国

籍３人、ミャンマー連邦共和国籍８人）が乗り組み、船橋中央ふ頭南

岸壁に左舷着けで係留していた。 

Ｂ船（全長８２.０６ｍ）は、船長Ｂほか１０人（ベトナム社会主

義共和国籍４人、中華人民共和国籍６人）が乗り組み、船橋中央ふ頭

北岸壁から離岸し、出航中、対岸に係留していたＡ船まで約２００ｍ

の距離から、機関を極微速力前進として左舵一杯で左回頭を続け、Ａ

船との距離が約６０ｍになって機関を後進としたものの、Ａ船に衝突

した。 

分析  Ａ船は、係留中、Ｂ船が衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、出航中、旋回域に十分な余裕がない海域で機関を前進とし

て左回頭を続けたことから、対岸に係留していたＡ船との距離が約 

６０ｍになって機関を後進としたものの、Ａ船に衝突したものと考え

られる。 



 

原因  本事故は、Ｂ船が、出航中、旋回域に十分な余裕がない海域で機関

を前進として左回頭を続けたため、対岸に係留していたＡ船との距離

が約６０ｍになって機関を後進としたものの、Ａ船に衝突したものと

考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・出航時の旋回は、船の長さの３倍から４倍以上の十分な旋回域の

ある海域で行うこと。 

 ・出航時に狭い海域で旋回するときは、適宜、後進するなど機関等

を使用して港口に向けること。 


